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(54)【発明の名称】 超音波画像表示方法および超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】  短軸断面像を好適に表示する。
【解決手段】  心臓Ｔの長軸に略沿うように超音波探触
子１を当て、放射状の複数の走査面Ｐで走査し、超音波
探触子１から深さｄの断面に相当するデータを抽出して
断面画像データを生成し、該断面画像データを基にして
短軸断面像を表示する。
【効果】  画質の均一な短軸断面像を表示できる。造影
剤を用いた場合でも、短軸断面像の表示レートを高くす
ることが出来る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  超音波探触子を用いて放射状の配置とな
る複数の走査面で次々に走査し、前記超音波探触子から
略等距離の断面に相当するデータを取得して断面画像デ
ータを生成し、該断面画像データに基づく超音波画像を
表示することを特徴とする超音波画像表示方法。
【請求項２】  請求項１に記載の超音波画像表示方法に
おいて、走査面位置を軸回転して放射状の配置となる複
数の走査面で順に走査し、走査面位置が１断面データ分
回転すると、直前の１断面データ分回転とは異なる走査
面位置となるように走査面位置を軸回転することを特徴
とする超音波画像表示方法。
【請求項３】  請求項１または請求項２に記載の超音波
画像表示方法において、前記超音波画像は、隣接する走
査面間を補間により埋めると共に断面画像データ上の急
変部を強調した補間および急変部強調画像であることを
特徴とする超音波画像表示方法。
【請求項４】  請求項１または請求項２に記載の超音波
画像表示方法において、前記超音波画像は、断層画像デ
ータ上の急変部を直線で結んだレーダーチャート形式画
像であることを特徴とする超音波画像表示方法。
【請求項５】  請求項１または請求項２に記載の超音波
画像表示方法において、前記超音波画像は、断層画像デ
ータ上の中心部に対し急変部が遠ざかっているか近づい
ているかを識別しうる変化方向識別画像であることを特
徴とする超音波画像表示方法。
【請求項６】  超音波探触子と、その超音波探触子を用
いて放射状の配置となる複数の走査面で走査する走査手
段と、前記超音波探触子から略等距離の断面に相当する
データを取得して断面画像データを生成する断面画像デ
ータ生成手段と、前記断面画像データに基づく超音波画
像を表示する超音波画像表示手段とを具備したことを特
徴とする超音波診断装置。
【請求項７】  請求項６に記載の超音波診断装置におい
て、前記走査手段は、走査面位置を軸回転して放射状の
配置となる複数の走査面で順に走査し、走査面位置が１
断面画像データ分回転すると、直前の１断面画像データ
分回転とは異なる走査面位置となるように走査面位置を
軸回転することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】  請求項６または請求項７に記載の超音波
診断装置において、前記超音波画像は、隣接する走査面
間を補間により埋めると共に断面画像データ上の急変部
を強調した補間および急変部強調画像であることを特徴
とする超音波診断装置。
【請求項９】  請求項６または請求項７に記載の超音波
診断装置において、前記超音波画像は、断層画像データ
上の急変部を直線で結んだレーダーチャート形式画像で
あることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１０】  請求項６または請求項７に記載の超音
波診断装置において、前記超音波画像は、断層画像デー
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タ上の中心部に対し急変部が遠ざかっているか近づいて
いるかを識別しうる変化方向識別画像であることを特徴
とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、超音波画像表示方
法および超音波診断装置に関し、さらに詳しくは、均一
な画質の短軸断面像を表示することが出来る超音波画像
表示方法および超音波診断装置および造影剤を用いた場
合でも短軸断面像の表示レートを高くすることが出来る
超音波画像表示方法および超音波診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、心臓の短軸断面像を得たい場合、
短軸走査を行っていた。すなわち、心臓の長軸に対して
略直角な方向から音線ビームを心臓に当てて、Ｂモード
画像やドプラ画像を得ていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】ところが、短軸走査で
得た短軸断面像では、その上側部分が超音波探触子に近
い部分となり、下側部分が超音波探触子に遠い部分とな
る。しかし、超音波探触子に近い部分に比べて遠い部分
の感度が落ちるため、短軸断面像の上側部分と下側部分
とで画質が不均一になる問題点がある。そこで、本発明
の第１の目的は、均一な画質の短軸断面像を表示するこ
とが出来る超音波画像表示方法および超音波診断装置を
提供することにある。
【０００４】他方、造影剤（気泡）を用いた場合には、
音線ビームの音圧により走査面の造影剤が消滅するた
め、該走査面に造影剤が満たされるまで次の走査を待つ
必要があり、短軸断面像の表示レートが低くくなる問題
点があった。また、本発明の第２の目的は、造影剤を用
いた場合でも短軸断面像の表示レートを高くすることが
出来る超音波画像表示方法および超音波診断装置を提供
することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】第１の観点では、本発明
は、超音波探触子を用いて放射状の配置となる複数の走
査面で次々に走査し、前記超音波探触子から略等距離の
断面に相当するデータを取得して断面画像データを生成
し、該断面画像データに基づく超音波画像を表示するこ
とを特徴とする超音波画像表示方法を提供する。上記第
１の観点による超音波画像表示方法では、心臓の長軸に
略沿った方向から音線ビームを心臓に当て、走査面位置
を軸回転して放射状の配置となる複数の走査面で次々に
走査することで、短軸断面像を表示することが出来る。
そして、この短軸断面像の各部分に対応する超音波探触
子との距離は、どの部分でも略等距離であるため、感度
も略均一である。従って、均一な画質の短軸断面像を表
示することが出来る。なお、音線密度を下げることによ
り走査面のフレームレートを上げ且つ１断面画像データ
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分回転当たりの走査面の数を減らせば、超音波画像を高
フレームレートで表示できるようになる。これにより、
リアルタイム性を向上することが可能となり、撮影対象
の動きが速い場合でも、撮影対象を的確に観察できるよ
うになる。
【０００６】第２の観点では、本発明は、前記第１の観
点の超音波画像表示方法において、走査面位置を軸回転
して放射状の配置となる複数の走査面で順に走査し、走
査面位置が１断面画像データ分回転すると、直前の１断
面画像データ分回転とは異なる走査面位置となるように
走査面位置を軸回転することを特徴とする超音波画像表
示方法を提供する。上記第２の観点による超音波画像表
示方法では、走査面位置が１断面画像データ分回転する
毎に超音波画像を更新することで、ある超音波画像に対
応する複数の走査面位置と次の超音波画像に対応する複
数の走査面位置とが異なることになるため、造影剤が満
たされるまで超音波画像の更新を待つ必要がなくなる。
従って、造影剤を用いた場合でも、短軸断面像の表示レ
ートを高くすることが出来る。なお、１断面画像データ
分回転とは、１つの断面画像データを生成しうる分の回
転を意味する。
【０００７】第３の観点では、本発明は、前記第１の観
点または第２の観点の超音波画像表示方法において、前
記超音波画像は、隣接する走査面間を補間により埋める
と共に断面画像データ上の急変部を強調した補間および
急変部強調画像であることを特徴とする超音波画像表示
方法を提供する。上記第３の観点による超音波画像表示
方法では、隣接する走査面間を補間により埋めるので、
自然な印象を与える態様で超音波画像を表示できる。ま
た、急変部を強調するので、短軸断層像において心臓壁
を明瞭に観察できるようになる。
【０００８】第４の観点では、本発明は、前記第１の観
点または第２の観点の超音波画像表示方法において、前
記超音波画像は、断層画像データ上の急変部を直線で結
んだレーダーチャート形式画像であることを特徴とする
超音波画像表示方法を提供する。上記第４の観点による
超音波画像表示方法では、各走査面上の急変部を抽出
し、隣接する走査面上の急変部を直線で結ぶだけなの
で、処理の負担が軽くなり、超音波画像の表示レートを
容易に高くすることができ、これにより、リアルタイム
性を向上することが可能となり、撮影対象の動きが速い
場合でも、撮影対象を的確に観察できるようになる。
【０００９】第５の観点では、本発明は、前記第１の観
点または第２の観点の超音波画像表示方法において、前
記超音波画像は、断層画像データ上の中心部に対し急変
部が遠ざかっているか近づいているかを識別しうる変化
方向識別画像であることを特徴とする超音波画像表示方
法を提供する。上記第５の観点による超音波画像表示方
法では、例えば断面画像データ上で中心部から遠ざかっ
ている急変部を超音波画像上で赤く表示し、断面画像デ
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ータ上で中心部に近づいている急変部を超音波画像上で
青く表示することで、心壁等の動きを明確に視認できる
ようになる。
【００１０】第６の観点では、本発明は、超音波探触子
と、その超音波探触子を用いて放射状の配置となる複数
の走査面で走査する走査手段と、前記超音波探触子から
略等距離の断面に相当するデータを取得して断面画像デ
ータを生成する断面画像データ生成手段と、前記断面画
像データに基づく超音波画像を表示する超音波画像表示
手段とを具備したことを特徴とする超音波診断装置を提
供する。上記第６の観点による超音波診断装置では、前
記第１の観点による超音波画像表示方法を好適に実施で
きる。
【００１１】第７の観点では、本発明は、前記第６の観
点の超音波診断装置において、前記走査手段は、走査面
位置を軸回転して放射状の配置となる複数の走査面で順
に走査し、走査面位置が１断面画像データ分回転する
と、直前の１断面画像データ分回転とは異なる走査面位
置となるように走査面位置を軸回転することを特徴とす
る超音波診断装置を提供する。上記第７の観点による超
音波診断装置では、前記第２の観点による超音波画像表
示方法を好適に実施できる。
【００１２】第８の観点では、本発明は、前記第６の観
点または第７の観点の超音波診断装置において、前記超
音波画像は、隣接する走査面間を補間により埋めると共
に断面画像データ上の急変部を強調した補間および急変
部強調画像であることを特徴とする超音波診断装置を提
供する。上記第８の観点による超音波診断装置では、前
記第３の観点による超音波画像表示方法を好適に実施で
きる。
【００１３】第９の観点では、本発明は、前記第６の観
点または第７の観点の超音波診断装置において、前記超
音波画像は、断層画像データ上の急変部を直線で結んだ
レーダーチャート形式画像であることを特徴とする超音
波診断装置を提供する。上記第９の観点による超音波診
断装置では、前記第４の観点による超音波画像表示方法
を好適に実施できる。
【００１４】第１０の観点では、本発明は、前記第６の
観点または第７の観点の超音波診断装置において、前記
超音波画像は、断層画像データ上の中心部に対し急変部
が遠ざかっているか近づいているかを識別しうる変化方
向識別画像であることを特徴とする超音波診断装置を提
供する。上記第１０の観点による超音波診断装置では、
前記第５の観点による超音波画像表示方法を好適に実施
できる。
【００１５】
【発明の実施の形態】以下、図に示す実施の形態により
本発明をさらに詳細に説明する。なお、これにより本発
明が限定されるものではない。図１は、本発明の一実施
形態にかかる超音波診断装置を示す構成図である。この
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超音波診断装置１００は、電子的に走査面を回転し得る
超音波探触子１と、送受信部２と、走査面Ｐの回転角度
θを制御する走査面回転制御部３と、超音波画像を表示
する断面の前記超音波探触子１からの深さｄを設定する
断面深さ設定部４と、放射状の配置となる複数の走査面
で得たデータから前記深さｄの断面に相当する断面画像
データを生成する断面画像データ生成部５と、隣接する
走査面間を補間により埋めると共に断面画像データ上の
急変部を強調した補間および急変部強調画像Ｇ１を生成
する補間・急変部強調画像生成部６と、断層画像データ
上の急変部を直線で結んだレーダーチャート形式画像Ｇ
２を生成するレーダーチャート形式画像生成部７と、断
層画像データ上の中心部に対し急変部が遠ざかっている
か近づいているかを識別しうる変化方向識別画像Ｇ３を
生成する変化方向識別画像生成部８と、前記各画像Ｇ
１，Ｇ２，Ｇ３を表示用の超音波画像に変換するＤＳＣ
（Digital Scan Convertor）９と、超音波画像を表示す
る表示装置１０とを具備して構成されている。
【００１６】図２は、図１の超音波診断装置１００によ
る断層画像データ生成処理を示すフロー図である。ステ
ップＳＴ１では、操作者は、断面深さ設定部４を用いて
断面の深さｄを設定する。ステップＳＴ２では、被検体
に造影剤を注入する。ステップＳＴ３では、被検体に超
音波探触子１を当てる。短軸断面像を得たい場合は、図
３に示すように、超音波探触子１を被検体Ｈの心臓Ｔの
心尖側の体表に当てる。つまり、走査面Ｐの中心音線Ｌ
ｃが心臓Ｔの長軸Ａｘに略沿うような方向で、超音波探
触子１を被検体Ｈの体表に当てる。
【００１７】ステップＳＴ４では、走査面番号ｉを
“０”に初期化する。
【００１８】ステップＳＴ５では、走査面の回転角度θ
をｉ×１８０°／ｎにして走査する。ｎは、断面画像デ
ータを生成するのに必要な走査面数である。説明の都合
上、ここではｎ＝４とする。ｉ＝０の時は、θ＝０゜と
なる。従って、図４に示すように、θ＝０゜の走査面Ｐ
(0)における深さｄのサンプリング点Ｓのデータを取得
する。なお、図４の（ａ）は、走査面Ｐ(0)を横から見
た状態を示す。図４の（ｂ）は、走査面Ｐ(0)を上から
見た状態を示す。
【００１９】ステップＳＴ６では、走査面番号ｉを
“１”だけインクリメントする。ステップＳＴ７では、
走査面番号ｉ＝ｎか否か判定し、ｉ＝ｎでなければ上記
ステップＳＴ５に戻り、ｉ＝ｎならばステップＳＴ８へ
進む。ｉ＝１の時は、上記ステップＳＴ５に戻り、図５
に示すように、θ＝４５°（＝１×１８０°／４）の走
査面Ｐ(1)における深さｄのサンプリング点Ｓのデータ
を取得する。ｉ＝２の時も、上記ステップＳＴ５に戻
り、θ＝９０°（＝２×１８０°／４）の走査面Ｐ(2)
における深さｄのサンプリング点Ｓのデータを取得す
る。ｉ＝３の時も、上記ステップＳＴ５に戻り、図６に
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示すように、θ＝１３５°（＝３×１８０°／４）の走
査面Ｐ(3)における深さｄのサンプリング点Ｓのデータ
を取得する。ｉ＝４になると、ステップＳＴ８へ進む。
【００２０】ステップＳＴ８では、走査面Ｐ(0)～Ｐ(3)
で取得したデータから１つの断面画像データを生成す
る。ここで生成された断面画像を図７に例示する。
【００２１】ステップＳＴ９では、走査面番号ｉを
“０”に初期化する。
【００２２】ステップＳＴ１０では、走査面の回転角度
θをｉ×１８０°／ｎ＋１８０゜／２ｎにして走査す
る。ｉ＝０の時は、θ＝２２.５゜となる。従って、図
８に示すθ＝２２.５゜の走査面Ｐ(0)における深さｄの
サンプリング点Ｓのデータを取得する。
【００２３】ステップＳＴ１１では、走査面番号ｉを
“１”だけインクリメントする。ステップＳＴ１２で
は、走査面番号ｉ＝ｎか否か判定し、ｉ＝ｎでなければ
上記ステップＳＴ１０に戻り、ｉ＝ｎならばステップＳ
Ｔ１３へ進む。ｉ＝１の時は、上記ステップＳＴ１０に
戻り、図８に示すθ＝６７.５°の走査面Ｐ(1)における
深さｄのサンプリング点Ｓのデータを取得する。ｉ＝２
の時も、上記ステップＳＴ１０に戻り、図８に示すθ＝
１１２.５°の走査面Ｐ(2)における深さｄのサンプリン
グ点Ｓのデータを取得する。ｉ＝３の時も、上記ステッ
プＳＴ１０に戻り、図８に示すθ＝１５７.５°の走査
面Ｐ(3)における深さｄのサンプリング点Ｓのデータを
取得する。ｉ＝４になると、ステップＳＴ１３へ進む。
【００２４】ステップＳＴ１３では、走査面Ｐ(0)～Ｐ
(3)で取得したデータから１つの断面画像データを生成
する。ここで生成された断面画像を図８に例示する。ス
テップＳＴ１４では、走査を継続するなら前記ステップ
ＳＴ４に戻り、終了するなら処理を終了する。
【００２５】図７および図８から判るように、ある断層
画像データに対応する走査面位置と次の断層画像データ
に対応する走査面位置とは異なっている。このため、あ
る断層画像データを取得してから次の断層画像データを
取得するのに、造影剤が満たされる時間を待つ必要がな
い。従って、造影剤を用いた場合でも、断層画像データ
の生成レートを高くすることが出来る。
【００２６】図９は、図１の超音波診断装置１００によ
る超音波画像表示処理を示すフロー図である。この超音
波画像表示処理は、断層画像データが新たに生成される
毎に起動される。ステップＳＴ２１では、超音波画像の
表示形式として操作者が何を選択しているかをチェック
し、「補間および急変部強調画像」ならステップＳＴ２
２へ進み、「レーダーチャート形式画像」ならステップ
ＳＴ２３へ進み、「変化方向識別画像」ならステップＳ
Ｔ２４へ進む。
【００２７】ステップＳＴ２２では、図１０に示すよう
に、隣接する走査面間を補間により埋めると共に断面画
像データ上の急変部を強調した超音波画像を生成する。
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7
図７や図８に示す断面画像データ上では、急変部は心臓
の壁面になるので、心臓の壁面が自然に見える短軸断面
像となる。そして、ステップＳＴ２５へ進む。
【００２８】ステップＳＴ２３では、図１１に示すよう
に、断層画像データ上の急変部を直線で結んだ超音波画
像を生成する。図７や図８に示す断面画像データ上で
は、急変部は心臓の壁面になるので、心臓の壁面を折れ
線で近似した画像となる。そして、ステップＳＴ２５へ
進む。
【００２９】ステップＳＴ２４では、図１２に示すよう
に、断層画像データ上の中心部に対し急変部が遠ざかっ
ているか近づいているかを識別しうる超音波画像を生成
する。図７や図８に示す断面画像データ上では、急変部
は心臓の壁面になるので、心臓が拡張期か収縮期かを明
確に視認できる画像となる。そして、ステップＳＴ２５
へ進む。
【００３０】ステップＳＴ２５では、超音波画像Ｇ１，
Ｇ２，Ｇ３のいずれかを表示する。そして、処理を終了
する。
【００３１】以上の超音波診断装置１００によれば、次
の効果が得られる。
（１）表示される超音波画像Ｇ１～Ｇ３のどの部分も超
音波探触子１から略等しい距離（深さｄ）に対応するの
で、その部分でも画質が均一となる。
（２）ある断層画像データの走査面と次の断層画像デー
タの走査面とが異なるから、ある断層画像データの走査
面上の造影剤が消失してもそれに影響されずに次の断層
画像データを取得できる。よって、造影剤を用いた場合
でも超音波画像の表示レートを高くすることが出来る。
なお、全体としてサンプリング点の位置が増えるから、
分解能が上がる効果もある。
【００３２】上記超音波診断装置１００の構成を次のよ
うに変更してもよい。
（１）超音波探触子１として、機械的に走査面を回転し
得るタイプ（例えば振動子を回転させるタイプ）のもの
を採用してもよい。
（２）超音波探触子１は、超音波内視鏡探触子であって
もよい。この場合には、消化器管やそれに隣接した臓器
（例えば胃）の壁面などを好適に撮影できるようにな
る。
（３）リアルタイム性を向上するために、各走査面での
音線密度を下げることによりフレームレートを上げ、且
つ、１断面画像データを生成しうる走査面の数を減らし
て、断面画像データの生成レートを上げてもよい。
（４）上記実施形態では１つ飛びの断層画像データは同
じ走査面になるが、これを２つ飛び以上で同じ走査面に
戻るようにしてもよい。
【００３３】
【発明の効果】本発明の超音波画像表示方法および超音
波診断装置によれば、次の効果が得られる。
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（１）超音波画像のどの部分も超音波探触子から略等し
い距離に対応するので画質を均一にすることが出来る。
よって、画質の均一な短軸断面像を表示することが出来
る。
（２）ある断層画像データの走査面上の造影剤が消失し
てもそれに影響されずに次の断層画像データを取得でき
るので、造影剤を用いた場合でも、超音波画像の表示レ
ートを高くすることが出来る。よって、造影剤を用いた
短軸断面像の表示レートを高くすることが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態にかかる超音波診断装置を
示す構成図である。
【図２】図１の超音波診断装置による断層画像データ生
成処理を示すフロー図である。
【図３】短軸断面像を得るように超音波探触子を被検体
に当てた状態を示す説明図である。
【図４】走査面の回転角度θ＝０°のときの走査面とサ
ンプリング点を示す説明図である。
【図５】走査面の回転角度θ＝４５°のときの走査面と
サンプリング点を示す説明図である。
【図６】走査面の回転角度θ＝１３５°のときの走査面
とサンプリング点を示す説明図である。
【図７】断面画像と走査面の位置関係を示す概念図であ
る。
【図８】断面画像と走査面の別の位置関係を示す概念図
である。
【図９】図１の超音波診断装置による超音波画像表示処
理を示すフロー図である。
【図１０】補間および急変部強調画像の例示図である。
【図１１】レーダーチャート形式画像の例示図である。
【図１２】変化方向識別画像の例示図である。
【符号の説明】
１００          超音波診断装置
１              超音波探触子
２              送受信部
３              走査面回転制御部
４              断面深さ設定部
５              断面画像データ生成部
６              補間・急変部強調画像生成部
７              レーダーチャート形式画像生成部
８              変化方向識別画像生成部
９              ＤＳＣ
１０            表示装置
ｄ              断面の深さ
Ｇ１            補間および急変部強調画像
Ｇ２            レーダーチャート形式画像
Ｇ３            変化方向識別画像
Ｐ              走査面
θ              走査面回転角度
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【図１】
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【図２】 【図１０】
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【図４】
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【図７】
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【図９】
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